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４
月
か
ら
新
年
度
を
迎
え
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
現
金（
納
付
書
）に
よ
る
前
納
納
付

と
、学
生
納
付
特
例
制
度
の
手
続
き
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

年金

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ
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■
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

　
　

平
成
３０
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

額
は
、月
額
１
６
、３
４
０
円
で
す
。

　
　

口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納

付
に
よ
る
平
成
３０
年
４
月
か
ら
の
前
納

の
新
規
申
込
は
２
月
末
日
で
受
付
を

終
了
し
ま
し
た
が
、
現
金
（
納
付
書
）で

の
納
付
は
可
能
で
す
。

　
　

平
成
３０
年
４
月
〜
平
成
３２
年
３
月

分
ま
で
の
２
年
前
納
納
付
書
の
発
行
に

つ
い
て
は
、
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。な
お
、２
年
前
納
納
付

書
の
使
用
期
限
は
、
平
成
３０
年
５
月
１

日
で
す
。

※
年
度
途
中
で
新
た
に
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
に
な
っ
た
人
は
、
任
意
の
月
か
ら

翌
年
度
３
月
分
ま
で
納
付
書
で
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す

※
保
険
料
額
が
３０
万
円
を
超
え
る
納
付
書

は
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
利
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　
　

平
成
２９
年
度
に
お
い
て
学
生
納
付

特
例
制
度
に
よ
り
保
険
料
納
付
を
猶

予
さ
れ
て
い
る
人
で
、
引
き
続
き
在
学

予
定
の
人
に
、「
国
民
年
金
保
険
料
学

生
納
付
特
例
申
請
書
」（
タ
ー
ン
ア
ラ

ウ
ン
ド
様
式
）
を
３
月
３１
日
に
発
送
し

て
い
ま
す
。

　
　

申
請
書
は
ハ
ガ
キ
形
式
で
、
必
要
事

項
を
記
入
し
ポ
ス
ト
に
投
函
す
る
こ
と

で
、
平
成
30
年
度
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。こ
の
場
合
、
在
学
証
明
書

等
を
添
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
学
校
等
に
変
更
が
あ
る
人
は
こ
の
ハ
ガ

キ
で
申
請
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

通
常
の
申
請
書
に
在
学
証
明
書
等
を
添
付

し
て
、
年
金
事
務
所
又
は
市
役
所
市
民
保

険
課
及
び
各
支
所
に
直
接
申
請
し
て
く
だ

さ
い

　

４
月
は
引
っ
越
し
や
就
職
・
退
職
な
ど
に
よ
り
保
険
内
容

が
変
わ
る
方
が
多
い
時
期
で
す
。手
続
き
に
よ
っ
て
必
要
な
も

の
が
異
な
り
ま
す
が
、ど
の
手
続
き
に
も
印
鑑
、身
分
確
認
証

と
併
せ
て
世
帯
主
と
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す
。

国
保
の
手
続
き
は
２
週
間
以
内
に

行
い
ま
し
ょ
う問

市
民
保
険
課　

☎
５
７
ー

８
５
０
６

国保
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●　

国
保
税
は
加
入
の
届
け
出
を
し
た
月

か
ら
で
は
な
く
、
加
入
資
格
を
得
た
月

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

●　

保
険
証
が
な
い
た
め
、
そ
の
間
の
医

療
費
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

●　

返
却
す
る
べ
き
国
保
の
保
険
証
を

使
っ
て
医
療
機
関
を
受
診
し
た
場
合
、

国
保
が
負
担
し
た
医
療
費
を
返
納
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

●　

国
保
と
健
康
保

険
の
両
方
に
加
入

し
た
状
態
で
は
、

保
険
料
を
二
重
に

支
払
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※修学のために転出する学生は、修学特例の届け出を行うことで、転出後も
　香南市国保被保険者証を使用できます

こんなとき… 必要なもの

健康保険（被扶養者を含む）
に加入した

全員の新しい健康保険証・香南市
国保被保険者証

転入した

健康保険（被扶養者を含む）
をやめた

転出証明書

転出する 香南市国保被保険者証

修学のために転出する 学生証または在学証明書

健康保険の資格喪失日・被扶養者
でなくなった日の分かる書類

児
童
扶
養
手
当
額
に
つ
い
て

　福祉
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こ
の
手
当
は
、父
母
の
離
婚
・
死
亡
等
で
、父
ま
た
は
母
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の

生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
を
通
じ
て
、児
童
の
健
全
育
成

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

■
手
当
の
支
給

　　
４
月
、８
月
、１２
月
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
が
、
住
所
を

変
更
し
た
場
合
や
世
帯
の
状
況
が
変
わ
っ

た
場
合
（
婚
姻
や
事
実
婚
、
出
生
等
）
は
、

届
け
出
が
必
要
で
す
。

▼
公
的
年
金
（
老
齢
年
金
、
遺
族
年
金
、

障
害
年
金
、
遺
族
補
償
な
ど
）
を
受
給
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
も
届
け
出
が
必

要
で
す
。

※

届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
事
由
に
よ
っ
て
は

そ
の
分
手
当
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
り
、
返

還
金
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※

全
部
停
止
と
な
っ
て
い
る
方
を
含
み
ま
す

▼
受
給
す
る
た
め
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
事
務
所　

☎
５
７-

８
５
０
９

環境

補
助
金
で
レ
ッ
ツ
ク
リ
ー
ン
！
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問
環
境
対
策
課　

☎
５
７
ー

８
５
０
８

■
ご
み
集
積
所
設
置
の
一
部
補
助

　

（
修
繕
も
対
象
で
す
）

　【
補
助
金
額
】　
設
置
整
備
費
の
２
分
の

１
以
内
で
、
限
度
額
１０
万
円

【
交
付
対
象
団
体
】　
営
利
を
目
的
と
し

な
い
町
内
会
等
の
住
民
団
体

※
台
風
等
で
ご
み
集
積
所
が
動
か
な
い
た

め
の
固
定
費
用
も
対
象
で
す

※
事
前
に
環
境
対
策
課
と
協
議
が
必
要
で
す

■
古
紙
等
集
団
回
収
奨
励
金

　【
奨
励
交
付
金
】　
１
㎏
当
た
り
４
円
を

乗
じ
た
金
額

【
交
付
対
象
団
体
】　
営
利
を
目
的
と
し

な
い
住
民
団
体

※
事
前
に
環
境
対
策
課
に
登
録
申
請
が
必

要
で
す

■
生
ご
み
処
理
バ
ケ
ツ
の
販
売

　【
価
格
】　
２
つ
で　
２
，２
０
０
円

【
販
売
場
所
】

　　　　　

環
境
対
策
課
・
各
支
所

■
生
ご
み
処
理
機
購
入
費
用
の 

一
部
補
助

　【
補
助
金
額
】　
購
入
価
格
の
２
分
の
１

以
内
で
限
度
額
３
万
円

【
補
助
対
象
】　
市
内
の
販
売
店
で
購
入

し
た
電
動
式
生
ご
み
処
理
機

■
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
補
助
金

　【
補
助
金
額
】　
６
万
円
（
定
額
）

※
先
着
４０
件
ま
で

【
対
象
】　
自
ら
が
居
住
す
る
市
内
の
住

宅
に
１０
kW
未
満
の
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す

る
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
個
人
の
方

※
申
請
は
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
工

事
着
手
前
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

工
事
着
手
後
の
申
請

で
は
補
助
金
が
交
付

で
き
ま
せ
ん

　

環
境
対
策
課
で
は
、ご
み
の
減
量
や
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
た
め
の
補
助
金
を
用
意
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
、ご
活
用

く
だ
さ
い
。詳
細
に
つ
い
て
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

だ
さ
い

問
南
国
年
金
事
務
所

　

☎
０
８
８
ー

８
６
４
ー

１
１
１
１

■
手
当
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

　
　

平
成
２９
年
全
国
消
費
者
物
価
指
数

の
実
績
値
が
公
表
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

平
成
３０
年
度
の
児
童
手
当
額
に
つ
い
て

５０
円
〜
２９０
円
の
引
き
上
げ
が
あ
り
ま

し
た
。

■
児
童
扶
養
手
当
の
手
当
額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

手
当
額
は
本
人
お
よ
び
同
居
扶
養
義
務

者
の
所
得
や
扶
養
親
族
の
数
等
に
よ
っ
て

決
定
し
ま
す

※

所
得
額
が
限
度
額
を
超
え
て
い
る
場
合

は
０
円
（
全
額
停
止
）に
な
り
ま
す

【平成３０年度の手当月額】

全部支給 ４２,５００円（＋２１０円）

一部支給４２,４９０円～１０,０３０円

　２人目加算　　　

全部支給 １０,０４０円（＋５０円）

一部支給 １０,０３０円～５,０２０円

　３人目以降加算

全部支給 ６,０２０円（＋３０円）　

一部支給 ６,０１０円～３,０１０円

や
め
る
届
け
出
が
遅
れ
る
と…

加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
る
と…

11２０１８.４ 10 ２０１８.４


